
Ⅰ 結婚、妊娠、出産の希望がかなう環境の整備

個人の自由な選択を尊重しながら、若い世代の出会い、結婚、妊娠・出産の希望がかない、安心して子
育てできるような環境づくりを目指します。

１ 若者のライフデザイン構築支援

次代の親を育てる認識のものと、
豊かな人間性を構築し、結婚に対す
るポジティブな意識醸成を図る。

２ 若者の結婚の希望をかなえる
環境づくりの推進

結婚支援の拠点である「おかやま・
出会い・サポートセンター」と、会員
制の結婚支援システム「おかやま縁
むすびネット」を中心に、結婚に結び
つく出会いの機会を提供する。

３ 健やかな人生の基礎を築く母子
保健の推進

重点施策

(1)次代の親の育成

(2)若者の結婚に関する意識醸成新

(3)妊娠・出産に関する正しい知識の普及と情報提供

(4)若者の就職支援

結婚に対するポジティブ
な意識醸成

(1)多様な出会いの機会の提供

(2)結婚をサポートする体制の充実拡
充

(3)結婚・子育てに関する気運の醸成

「おかやま縁むすびネッ
ト」に関わる結婚支援ボ
ランティアの登録・育成、
企業・団体等のサポー
ター制度等、多様な主
体と連携

「おかやま縁むすびネッ
ト」を中心に、結婚に結
びつく出会いの機会を
提供

(1)満足度の高い妊娠・出産・育児への支援

(2)妊産婦の健康や親子を見守りはぐくむ支援

(3)早い時期からの子育て支援

(4)子どもの健やかな育ちと思春期からの健康づくり
支援

ポイント
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Ⅱ 乳幼児期における教育・保育の充実

家庭だけでなく、地域、学校、企業等、社会全体で子育てに関わり、その中で子どもが健やかに育つ地
域・社会づくりを目指します。

１ 社会全体で子育てをする気運の
醸成

２ 乳児期の保育、幼児期の教育・
保育の充実等

県民の多様な保育ニーズに対応す
るため、保育人材の確保や資質向上
をはじめとした各種施策に取り組む。

３ 地域ぐるみの子育て支援の
推進

重点施策

(1)社会全体で子育てをする気運の醸成

(2)地域の教育力の向上

(1)子ども・子育て支援新制度の推進

(2)教育・保育の確保方策等

拡
充

(3)きめ細かな保育の充実

就学前教育の質の向上、
幼稚園等と小学校との
連携推進

幼児教育・保育無償化
に係る取組など、国や
市町村と連携し、円滑
な事業実施

(1)子育て支援ネットワークの充実

(2)ふれあいの拠点づくり

(3)地域における人材の養成・確保

(4)経済的支援の推進

ポイント

(4)保育人材の確保と資質向上

(5)就学前教育の充実新

(6)岡山県子ども・子育て支援事業支援計画の推進

保育士等の処遇改善、
潜在保育士の掘り起こ
し、就業支援等
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Ⅲ 子どもと若者の成長を支援する環境の充実

子どもと若者の成長を支援するため、学校教育の推進とともに、家庭の教育力を高めるための支援、放
課後の児童の居場所づくりや、高齢者を含めた地域での交流活動を進めます。

１ 学校教育の推進と家庭の教育
力の向上

２ 放課後の居場所づくり

放課後児童クラブの設置促進、運
営に係る支援や、支援員への研修な
ど、放課後の居場所づくりを進める。

３ 地域・世代間交流の促進等

重点施策

(1)学校教育の推進

(2)家庭の教育力の向上

(1)放課後児童クラブの充実

(2)放課後児童支援員等の確保・育成

(3)新・放課後子ども総合プランの推進

処遇改善、研修の実施
等

(1)地域・世代間交流の促進

(2)社会参加活動への支援

ポイント

新

子どもたちの確かな学力の向上を
図るとともに、家庭の教育力を高める
ための支援を進める。

拡
充 確かな学力の向上等
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Ⅳ きめ細かなサポートが必要な子どもや家庭への支援

社会的養護を必要とする子どもや専門的ケアが必要な障害のある子どもへの支援を行うとともに、ひとり
親家庭の自立を支援するなど、きめ細かなサポートが必要な子どもや家庭への支援を行います。

１ 社会的養育体制の充実

２ 子ども虐待防止対策の充実

虐待の予防、早期発見・早期支援、
自立支援まで一貫した取組により、
虐待の連鎖を断つことを図る。

重点施策

(1)子どもの権利擁護の推進

(2)市町村の体制強化に向けた支援

(1)すべての子どもが安心して暮らせる環境づくり

(2)子どもへの虐待の予防

(3)子どもへの虐待の早期発見・早期対応

子どもへの暴力、虐待、
女性への暴力防止等

子どもの意見を受け止
めて活かす体制構築、
研修等

ポイント

子どもが権利の主体であることを
明確にし、家庭への養育支援から代
替養育までの社会的養育体制の充
実を図るとともに、「岡山県社会的養
育推進計画」に基づく取組を実施す
る。

拡
充

新

子育て家庭総合支援拠
点」の設置促進、市町
村の人材育成支援等

(3)里親、養子縁組等の積極的な推進

(4)施設の小規模化、地域分散化、多機能化等による
専門機能強化

(5)自立支援の充実

(6)児童相談所の体制強化拡
充

児童福祉司、児童心理
司の増員、一時保護の
体制強化等

(4)虐待を受けた子どもと家族への援助・指導及び支
援

拡
充

(5)子ども虐待による死亡事例等の重大事例の検証

拡
充

新
子ども虐待通告窓口の
広報・啓発活動等

「要保護児童対策地域
協議会」の機能強化、
虐待を繰り返さないため
の親への指導体制等
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３ 障害や困難を有する子どもへの
施策の充実

重点施策

(1)障害のある子どもの支援

(2)発達障害のある子どもの支援

(3)困難を有する子どもや若者の支援

ポイント

拡
充

４ ひとり親家庭の自立支援
(1)相談機能の強化

(2)子育て・生活支援の強化

(3)経済的自立の支援

生活や経済的自立の支援、就業支
援など、ひとり親家庭の自立支援を
総合的に実施する。 養育費確保への支援

(4)就業支援の強化

５ 子どもの貧困対策の推進
(1)教育の支援

(2)生活の支援

(3)保護者に対する就労の支援

子ども一人ひとりが夢や希望を持っ
て、未来を切り拓ける環境づくりを目
指して、子どもの貧困対策を総合的
に推進する。

(4)経済的支援等（その他を含む）

拡
充

高等学校卒業程度認
定試験合格への支援

拡
充

子どもの居場所づくり

アウトリーチと関係機
関の連携による支援

Ⅳ きめ細かなサポートが必要な子どもや家庭への支援（続き）
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Ⅴ ワーク・ライフ・バランスと子育てにやさしい環境づくりの推進

子育てに心理的・経済的負担を感じている人、仕事との両立が難しいと感じている人が多いことなどから、
子どもを安心して生み育てることができる体制づくりを目指します。

１ 子育てと仕事が両立できる環境
の整備（ワーク・ライフ・バランス）

２ 子育て家庭の安心を支える医療
体制の確保

３ 安心して生み育てられる住生活
の確保と子育て相談体制

重点施策

(1)企業の意識改革への取組

(2)出産・子育てがしやすい職場環境の整備

(1)周産期・小児医療体制の整備

(2)小児慢性特定疫病の医療の推進

(3)感染症対策の推進

おかやま子育て応援宣
言企業「アドバンス企
業」認定制度の推進、
企業への専門家派遣等

(1)子育て家庭が安心して生み育てられる住生活の確保

(2)子育て支援情報の提供や相談体制の充実

ポイント

企業認定制度の推進など、働き方
改革の取組を推進する。

拡
充

(3)男女共同参画による子育ての推進

(4)子育て中の女性への就労支援

４ 安全・安心な子育て環境の整備
(1)食の安全・安心の確保、食育の推進

(2)安全な遊び場の整備

(3)安全な生活環境の整備

(4)安全な社会環境づくり 6


